
 山﨑省吾前理事長におかれましては、平成２６年５月における、適格消費者団体としての

認定の有効期間更新が危ぶまれる存立の危機に立った状況を、強い信念とリーダーシップに

より乗り越え、ひょうご消費者ネットの進むべき方向を我々会員が共有できる状況にまで回

復改善していただき、そのご苦労は並大抵のものではなかったと思います。ありがとうござ

いました。今後も副理事長として、ご尽力賜りたくお願い致します。 

また、前記総会限りで退任なされた亀井理事、野間理事、福澤理事、前田理事も、本当にお

疲れ様でした。今後ともひょうご消費者ネットの会員として、ご支援くださいますようお願い

致します。 

さて、ひょうご消費者ネットは、危機的状況を脱し、平穏に業務を遂行しているかのよう 

にも見えますが、その内実は、まだまだ「低空飛行」にとどまっています。 

御覧になった方も多いと思いますが、平成２９年６月８日付朝日新聞の記事に、やや揶揄

するように「消費者訴訟担い手資金難」、「事務局７平方メートル『うちは無理』」と書かれた

とおり、財政的基盤は、徐々に改善しているとはいえ、まだまだであると言わざるを得ませ

ん。 

また、検討委員会を中心とする差止請求の業務についても、常時継続案件があり、問題事

案に対し的確に申入書を発し、訴訟も遂行する等、質の高い活動をしているとは思われるも

のの、兵庫県という経済的にも面積的にも大きな規模の県に所在する適格消費者団体として、

それに見合う業務量をこなしているのかと改めて考えると、忸怩たるものがあるといわざる

を得ません。 

      ひょうご消費者ネットの今後の在り方を考えると、名称にもある「ネット」（連携）には、

格別の重みがあると思います。 

 対外的に、県下の地方公共団体、士業団体、消費者団体、生活協同組合等と連携を深め、

ネットを構築し、人的交流を深めるとともに、消費者被害の防止救済に関する情報がすみや

かに行き来することができるよう働きかけるとともに、会内的にも、ひょうご消費者ネット

の会員であることによって、消費者被害の防止救済の実現に向けての充実感を感じられるよ

うな、会員相互間の共感が持てるような仕組みづくりをして行きたいと考えています。 

      ひょうご消費者ネットの目標は、兵庫県下を中心として消費者被害の実情を把握し、不当

約款・不当勧誘・不当表示等の差止活動や消費者に対する啓発活動を通じて、消費者被害の

防止根絶を図ることにあります。その目標実現に向けて、微力ながら全力を傾けて努力致し

ますので、どうかよろしく御支援、御協力を下さいますようにお願いいたします。 
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平成２９年６月１７日に開催された総会及びその後の理事の互選により、 

 ひょうご消費者ネットの理事長に就任しました 鈴 木 尉
や す

久
ひさ

です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうご消費者ネット№１８ 

「理事長を退任しました」 

                             前理事長  山﨑省吾 

１、理事長を退任しました。 

前回予告したとおり理事長を退任しました。 

山﨑は初代理事長であった清水巌･九州大学名誉教授の後任として２代目の理事長をここ３年間

つとめてきました。そして、今年６月に、鈴木尉久･専務理事に理事長職を交替することができま

した。山﨑は今後も大石貢二・元関西学院大学大学院司法研究科教授とともになお副理事長として

残ります。ひょうご消費者ネットから離れてしまうわけではありません。 

２，前回の「理事長の言葉」について 

前回１７号の「理事長の言葉」において､山﨑としては言いたいことをだいたい言い終わってい

ます。前回の「理事長の言葉」は、「今後の山﨑の進む道」を示したうえで、緊急の問題として「消

費者行政推進交付金制度」の存続･拡充をあげ、さらに、「適格消費者団体制度のあるべき方向性」

と「日本の消費者問題と国家の品格」について､大所高所からお話をしました。詳しくはそちらを

お読み下さい。 

 理事長職を辞めて少し身軽になるので、今後、山﨑は「日本弁護士会消費者問題対策委員会･消

費者行政部会長」があと８ヶ月間残っているので、この間に消費者保護の正義のために､日本全体

の消費者行政と地方消費者行政の推進のために精一杯の仕事をしていく所存です。 

  その後は、消費者を取巻く６つのパワー、すなわち、①弁護士会・司法書士会、②消費者団体、

③消費者行政、④学者、⑤政党と⑥良心的企業団体との連携を「兵庫県レベル」で果して行こうと

思います。「兵庫県モデル」をつくりたいのです。 そのため来年４月から、兵庫県弁護士会の消

費者保護委員長となって、兵庫県弁護士会消費者保護委員会のパワーアップに努めるとともに、こ

れまでの経験を活かして、兵庫県弁護士会や兵庫県司法書士会、ひょうご消費者ネットや県内消費

者団体や他地区の消費者団体、兵庫県や県内市町村、県内選出の国会議員を含む各政党、コープこ

うべを中心とする消費者意識の高い団体や企業、消費者問題を専門とする学者たちの連携のパイプ

になりたいと思います。６つの消費者パワーを結びつけるのです。 

３，なんのためなのか 

 やりたいことはたくさんあるのに、時間はありません。それに、なかなか弁護士を取巻く環境は

よくありません。弁護士の仕事の全体量は限られているのに、弁護士の人口はどんどん増えていて、

それとともに弁護士の収入も激減しているからです。プロボノ活動も楽ではありません。 

 こう言う厳しい環境の中で、なお「私は何のために弁護士になったか」を問返す毎日です。山﨑

が弁護士になった目的は、「法務サービス業のプロフェッショナルになる」ことだけではなく「悪

質商法の無い世の中を作りたいという社会正義の実現」にありました。人が人を平気でだませるよ

うな世の中を少しでもよくしたいと思ってきました。高齢者が若年成人が安心して暮せるような世

の中を作るために、法律の専門家として「消費者弁護士で良かった」といえる人生を送りたいと思

っています。６４歳になったいまも今後も、消費者弁護士の模範になり続けたいと思い、率先垂範

して頑張っていく所存です。 

 これをもって退任の挨拶とします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの感謝を 

 今でもあの設立集会の熱気が忘れられません。当時、私は消費生活センターの相談員をしていましたの

で、消費者関連の団体にはいくつか所属していました。ひょうご消費者ネットは「適格消費者団体を目指

す」という目的のもとにみなさん、まっすぐ前を向いて一直線、真面目な、ぶれない団体だなあ、という

のが当時の印象でした。 

 検討委員会で弁護士、司法書士、学者、相談員が一緒になって事例の問題点、法的解釈、事業者への対

処など何回も話し合い、申し入れ～訴訟に持っていく過程は、楽しかったし、とても勉強になりました。 

 現在のひょうご消費者ネットは、認定更新も 2回クリアし、兵庫県の助成金での活動も軌道に乗り、中

核活動である検討委員会も活発に活動されています。一会員として、ずっと応援し続けたいと思っていま

す。ひょうご消費者ネットに関われたことは、私にとってとても意義深い経験でした。ありがとうござい

ます。  

福澤  彰子 

ひょうご消費者ネットの発足当初から長らく副理事長を務めてまいり

ましたが、このたび親の介護の事情で夜間や休日の集まりに満足に出られないため、理事を退任させてい

ただきました。数年前に会の存続・発展が危ぶまれた時期もありましたが、山﨑理事長のもとで、多数の

皆さんの獅子奮迅の努力により、活力を取り戻し、各方面に多くの発信ができるようになりました。これ

からも可能な限り活動に参加し、時間が許すようになりましたら、また何がしか役割を果たせたらと思っ

ております。これからも、ひょうご消費者ネットの益々の発展を応援し続けますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 

ひょうご消費者ネットが発足して間もない２００７年春の総会で理事の承認をいただき１０年。シンポ

ジウムの企画運営を主に担当させていただきましたが、弁護士や司法書士の先生方も一緒になって検討事

例を寸劇にしたり、みんなで手作りのシンポジウムをしたことも楽しい思い出です。また、事例検討グル

ープにも参加し、日本郵政公社の汚損・未使用切手の交換条件に付いて改善を求めるための調査をしたり、

（株）ジャルツアーズの旅行業約款の改善を求める検討をしたことなど、ひょうご消費者ネットの活動に

参加できたからこその貴重な経験でした。この度理事を退任させていただきますが、これからは一会員と

して参加・応援させていただきます。 

今後もケーシーズ、コープこうべ、兵協連など他団体とも力を併せて、地域の皆様の学びの場であり、

頼られる消費者団体として、益々のご活躍をお祈りします。ありがとうございました。 

                             ２０１７・７・２４  

前田 小百合 

亀井 尚也 



 

  

 

 

                  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       このたび通常総会において理事に選任いただきました大谷敦子です。 

       私は今年 6 月まで生活協同組合コープこうべの理事をしておりました。任期中には

消費者庁の設置や消費者団体訴訟制度など、消費者をめぐるしくみや法整備がすすみ「消費者市民

社会」ということばも少しずつ知られるようになりました。 

 コープこうべにおいても当団体などとともにセミナーを開催したり、地域の組合員を中心に学習

会を開いて啓発と学びを続けてきました。にもかかわらず消費者被害はその手口が悪質かつ巧妙に

なり被害額は年々大きくなっています。事業者と消費者は誠実に向き合い信頼で成り立つ関係であ

るべきで、決してだましだまされる関係であってはならないと私は思います。個人的には被害の実

態だけでなく、被害者の多くを占める高齢者の置かれている状況や被害に隠れている人のこころの

有り様などにも目を向けていきたいと思っています。 

 諸先輩方からまた日々の活動から教わりながら、消費者被害を未然に防ぎ減らしていくことと当

団体の存在をさらに多くの方に知っていただくことに努めてまいります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

みなさん、こんにちは。 

 

このたびは、理事を引き受けさせていただくことになり、気持ちを新たにして 

おります。「ひょうご消費者ネット」との関わりは、約４年前（2013 年２月）に 

コープこうべでの定年退職を迎えた後に、約半年間ほど事務所(主に電話受付など) 

を週２回くらいボランティアでお手伝いしたことにあります。 

 また、私は現役のときに「組合員活動」という、生協組合員の皆さんが暮らしに関わる幅広い活

動をしており、そのお手伝いの仕事を長く続けていました。消費者問題への初めての関わりは、1993

年の「ＰＬ(製造物責任)法」の成立のための署名活動でした。当時はまだ消費者・市民の間には聞

き慣れない言葉というカベがあり、その趣旨内容をご理解いただくのに苦労した覚えがあります。

それでも、何とか 117 万人分の署名を国会に提出しました。 

ところで、ＰＬ法の成立以前は、民法上は「対等な契約関係」が前提であるため、仮に欠陥商品

による事故被害に遭って損害賠償を求めても、消費者(使用者)の側が「その商品の欠陥」を立証し

なければなりませんでした。でも、その商品を製造するメーカー(会社)を相手に、一般の消費者が

「商品の欠陥」を証明することは実質的に不可能でした。ＰＬ法は、その立場を入れ替える法律で、

圧倒的に多くの情報量を持っている製造メーカーの側が「欠陥でないこと」を証明しなければなら

なくなりました。これによって、従来は「泣き寝入りしていた消費者」が救われる法的手立てがで

きたのです。  

「ひょうご消費者ネット」の活動への理解者を増やしながら、「消費者市民社会」の実現に少し

でもお役に立てれば、と思っているところです。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

私の消費者問題への関わり 
金井
か な い

塚
づか

 春夫     

大谷 敦子 

 

    

どうぞよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者委員会の窓 

 8 月末で第 4 次消費者委員の 2 年の任期が終了します。1 年ぐらいは何をしているのか分か

らず、皆さんに消費者委員会をご紹介できるようになるのに、任期の半分を使ってしまった関

係で今回が最終回となりそうです。 

色々とご紹介したいことはあるのですが、前回は「身元保証等高齢者サポート事業に関する

消費者問題についての建議 (2017 年 1 月 31 日)」についてお話しました。建議は消費者委員

会自身が問題意識を持った消費者問題について調査・審議を行い、消費者庁を含む関係省庁の

消費者行政全般に対して意見表明をすることです。それ以外にも提言や意見などを発出してい

ます。一方、内閣総理大臣、関係各大臣または、消費者庁長官の諮問を受けて、調査・審議を

行い答申や報告書も発出しています。その活動は消費者委員会本会議だけでなく、下の表に示

す消費者委員会委員以外の委員を中心とした部会や専門調査会、消費者委員会委員の一部のメ

ンバーで行うワーキング・グループなどで審議されています。 

 

新開発食品調査部会 

新開発食品評価第一・第二調査会 

食品表示部会 

公共料金等専門調査会 

電力託送料金に関する調査会 

消費者契約法専門調査会 

特定商取引法専門調査会 

消費者安全専門調査会 

特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会 

成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ 

部会・専門調査会等 

 

私は現在、消費者安全専門調査会のオブザーバーとして参加しています。また、「若年層を中心と

した消費者教育の効果的な推進に関する提言」の担当委員、「若年層を中心とした消費者教育の効果

的な推進に関する提言」「成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ」のメンバーとして参加し

ました。 

ここでは「成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ」についてお話します。 

経緯は、2016 年９月１日、消費者庁長官から消費者委員会に対し、「民法の成年年齢が引き下げら

れた場合、新たに成年となる者の消費者被害の防止・救済のための対応策について」の意見の求め 



 

 

 

 

 

 

 

成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ構成員 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がありました。そこで、「民法の成年年齢が引き下げられた場合、新たに成年となる者の消費者被害

の防止・救済のための対応策について検討すること」を目的に下記メンバーでワーキング・グループ

を立ち上げ、14 回の会議、31 回の有識者、関係団体・機関・省庁から 実施し 2017 年 

1 月消費者庁宛に報告書を提出しました。 

詳細は報告書概要をご覧ください。 

http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2017/doc/20170110_seinen_gaiyou.pdf 

消費者委員会委員  樋口座長、池本座長代理、河上委員長、大森委員、増田委員   

オブザーバー    後藤専門委員 

私は、多くのヒアリングの中でも放送大学副学長宮本みち子先生、中央大学古賀正義先生の報

告に衝撃を受けました。私はこれまで今の子どもたちや若者は、少子化による保護者の過干渉で

自立が遅れているという認識をもっていました。ところがその原因には 2 面性があることを知り

ました。過保護過干渉で、成人した子どもの借金を幾度となく肩代わりする保護者がある一方で、

生活が困窮し子どもの収入を当てにする保護者も存在し、経済的に苦しい生活から学習の機会や

自立が妨げられるケースも多々あるようです。いつも苦しい生活から将来が読めず浪費に走って

いく若者もあり、同じ経済的な自立の遅れについても相反する親子のもたれ合いがあることを知

りました。そして、若者の自立には法律や消費者教育だけでなく、社会的なサポートが必要だと

思いました。 

宮本みち子先生からは 15 年くらい前のヨーロッパでは、若い人対応のワンストップセンター

がまちにいろいろとできていた時代があって、EU の資金でそれぞれの国が若者に対する取り組

みを強化して、今も続いていると思うとのことでした。教育支援、就労支援、職業訓練、エイズ

の検査からエイズ教育まで、消費者問題、相談、消費者被害に遭った場合のサポートとか、あら

ゆる若い年齢の人たちが遭遇しそうな課題を全部ワンストップでやっている場所があったそうで

す。今、日本でも、特にこの 10 年くらいは、いろいろな若者対応の、就労支援のセンターがい

ろいろできたけれども、就労支援は就労支援だけ。消費者センターは、若者も大人も一緒。そう

ではなくて、若者期特有の問題に対応できる場所を包括的につくるという発想も必要なのではな

いだろうかというご意見を頂きました。 

若者は人生を成功させるか失敗させるかの岐路に立っていると思います。年齢で突然自立する

わけではありません。一度の失敗で立ち直れないような借金を抱えたり、犯罪者となったりしな

いためには、法律や教育、地域の見守りなどで支えられた大人になるための練習する場所や時期

が必要だと思います。成年年齢が引き上げられようが引き下げられようが、若者の自立を支える

ためには岐路に立つ若者をサポートする包括的な支援が必要だと思いました。 

大森 節子 

http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2017/doc/20170110_seinen_gaiyou.pdf


 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恒例のひょうご消費者ネットシンポジウムは、今年も県内３ヵ所で開催予定です。 

 淡路市 

日時  11月 18日（土）  13 時～16時 

会場  淡路市ふるさとセンター （淡路市多賀 197番地） 

内容   ・基調講演：カライスコス アントニオス先生 

             不招請勧誘規制の重要性や他の先進国における取組など 

     ・アドコン座の寸劇 

     ・〇×クイズ 

     ・ひょうご消費者ネットの活動紹介（検討委員） 

日時  12月 17日（日）  13 時～16時 

会場  丹波の森公苑 （丹波市柏原町柏原 5600） 

内容   ・基調講演：長野 浩三 弁護士 

            クロレラ差止請求と裁判のお話、適格消費者団体の活動など 

     ・パネルディスカッション：長野先生、丹波消費生活センター相談員さんなど 

     ・〇☓クイズ 

     ・ひょうご消費者ネットの活動紹介（検討委員） 

丹波市 

日時   2018年 1月 20日（土）  13時半～16時半 

会場   兵庫県私学会館  （神戸市中央区北長狭通 4丁目 3−13） 

内容   ・基調講演：兵庫県警サイバー犯罪対策課 課員 

            ネット社会の歩き方、注意すべき最新情報、事例紹介など 

     ・パネルディスカッション：若者を中心に 

     ・〇☓クイズ 

     ・ひょうご消費者ネットの活動紹介（検討委員） 

 神戸市 

 以下の日程で行いますので、ご予定を空けておいてくださいね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
寄付金 納入 

年月日 
氏 名 

寄付金 納入 

年月日 
氏 名※ 

2016.4.1 酒井 富美子 2016.5.25 消費生活ネット３４ 

2016.4.1 田村 直子 2016.5.30 大森 節子 

2016.4.2 福澤 彰子 2016.6.11 吉江 直記 

2016.4.4 松井 修一 2016.10.4 薬袋 真司 

2016.4.5 亀井 尚也 2016.10.24 谷口 和弘 

2016.4.20 藤原 正治 2016.11.5 山﨑 省吾 

2016.4.21 金山 順子 2016. 12.3 山﨑 省吾 

2016.4.21 前田 小百合 2016.11.5 友久 康弘 

2016.4.22 大森 ゆかり 2017.2.13 鈴木 尉久 

1 日 1 万食の豪華な食事が提供されるレス

トラン（ビーガン対応メニューあり）24時間

営業のビュフェ、劇場、図書館、カジノ、ス

パ、プール、ジムなど、遊ぶことには事欠き

ません。それに船の中は深夜でも安全です。

私も毎晩ダンス三昧でした。 

 船旅は荷物の移動もなく、船で友達もでき

て楽しい遊びだと思います。 

 今回、私は香港で降りた 1 週間の旅でした

が、来年は 2週間程度の乗船を考えています。 

 

 

西田 依未 

今年は神戸港開港 150年、9万 901 トンのクインエリザベス号が神戸 

港から初めての出港となりました。 

出航は 21時と遅い時間でしたが、ブラバンの演奏と風船に送られ約 

2500 名を乗せた華やかな出航でした。客室はコンパクトながらシック 

で落ち着き機能的な使いやすいものでした。  

 

 

                         

 

フォーマル指定のパーティーに
リ レ ー ト ― ク

３階からメインロビーを撮影 

 

特定非営利活動法人 

ひょうご消費者ネット 

ご寄付ありがとうございます。敬称略にて失礼します。 

平成２８年度寄付者の一覧    ※団体にあってはその名称及び代表者の氏名 


